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通常総会 議事録 

 

宮崎県国民健康保険団体連合会 

１ 開催日時 

  令和２年２月１８日（火） １３時００分開会 

 

２ 開催場所 

  ニューウェルシティ宮崎 ２階 霧島 

 

３ 出席者 

  (別紙出席者名簿のとおり) 

 

４ 議事の経過及びその結果 

（１）理事長から挨拶があった。 

○本日は、ご多忙の中出席いただき感謝申し上げる。 

○国保連合会の事業運営については、日頃からご協力を賜り、厚くお礼申し上げる。 

○また、昨年８月に開催した「スマートウエルネスシティ シンポジウム」については、

市町村から参加いただき、非常に成果が上がったと考えている。 

○さて、新国保制度移行から２年が経過しようとしているが、医療費等の増加し、国保

加入者数の減少傾向にある中、国保運営を継続し、安心できる状態を作らなければい

けない。 

○そのような中、シンポジウムを開催し、６つの市町がスマートウエルネスシティ首長

研究会に参加いただいた。「スマートウエルネス」を考慮しながら、国保の運営と全

国的な流れを作っていきたいので、今後、県全体における取組の広がりができれば将

来性もあるのではないか考えている。 

○また、本年４月から「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」が実施され、国保

連合会は、国保中央会や市町村などと連携を図り、保健事業の分析及び評価、その他

必要な支援等を行うことが求められている。 

○本会としても、国保保険者の共同体としての役割を果たすため、これまで以上に効果

的な事業運営に努めてまいりたいと考えている。 

○本日ご審議いただく内容は、専決報告事項が１件、議決事項として令和２年度事業計

画(案)及び各会計予算(案)など８件となっているので、皆さんのご協力とご支援を賜

りますようお願い申し上げる。 

 

（２）国民健康保険法施行令の規定により、議長選出（選挙）を行い、戸敷正 宮崎市長

が選出された。 

 

（３）国民健康保険法施行令の規定により、会員２９保険者のうち２７保険者が出席して

おり、総会が成立したことが報告された。 
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（４）規約第１９条の規定により、議事録署名人として２人が選任された。 

 

（５）議案及び審議状況は次のとおりであった。 

①議案 

・専決報告事項第１号 令和元年度 各会計歳入歳出補正予算 

 ・議案第１号 令和元年度 各会計歳入歳出補正予算（案） 

・議案第２号 令和元年度 資産の積立・積立資産の処分（案） 

 ・議案第３号  令和２年度 事業計画（案） 

・議案第４号 令和２年度 各会計歳入歳出予算（案） 

・議案第５号 令和２年度 各会計収支予算書（案） 

・議案第６号 令和２年度 資産の積立・積立資産の処分（案） 

・議案第７号 令和２年度 積立資産の管理運用（案） 

・議案第８号 令和２年度 規則の一部改正（案） 

 

 ②審議状況 

 ・専決報告事項第１号： 

専決報告事項第１号について事務局から報告があり、特に質疑なく採決した結果、

全員異議なく原案どおり承認された。 

 

・議案第１号及び同第２号： 

議案第１号、同第２号について事務局から提案説明があり、特に質疑なく採決した結

果、全員異議なく原案どおり可決された。 

 

・議案第３号、同第４号及び同第５号： 

議案第３号、同第４号及び同第５号について事務局から提案説明があり、特に質疑なく

採決した結果、全員異議なく原案どおり可決された。 

 

・議案第６号及び同第７号： 

議案第６号、同第７号について事務局から提案説明があり、特に質疑なく採決した結

果、全員異議なく原案どおり可決された。 

 

・議案第８号： 

議案第８号について事務局から提案説明があり、特に質疑なく採決した結果、全員

異議なく原案どおり可決された。 

 

（６）議案審議の後、次の事項について報告があった。 

 ・「風しん対策事業の実施状況」について（説明者：事務局） 

・国保新聞「主張」ｽﾏｰﾄｳｴﾙﾈｽｼﾃｨ構想推進事業について（説明者：事務局） 
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（７）その他、会員より次の要望及び意見があった。 

 ・特定健診・特定保健指導に係る国庫負担金の実績報告に係る情報提供誤りについて、

適正な事務処理徹底に関する要望があり、常務理事が「保険者の信頼回復に努め、職

員一丸となって取り組んで参りたい。」と説明した。 

 ・国保保険者事務処理標準システムの導入に係る本会及び県の考え方に関する意見があ

り、事務局が「国保保険者事務処理標準システムを導入する前段として、資格マスタ

整備に取り組むこととしている」と説明し、県が「基本的には統一の方向でやってい

くという共通認識を持って、県の連携会議において検討していきたい」と説明した。

議長から「担当課長会議等で協議を行い、意見の統一を図った上で、首長さんの了解

を得て決定することでよろしいか。」との発言があり、特に質疑なく、全員異議なく

了承された。 

以 上 


